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ブロック塀等の安全対策について

　平成 30年６月 18日に発生した大阪府北部を震源とする地震（震度 6弱）により、ブロック塀や組積造の

塀が倒壊し、死傷者が出るなど大きな被害が発生しました。倒壊したブロック塀等は、通行人に危害を及ぼ

すだけでなく、道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動を妨げます。
  ●  ブロック塀：鉄筋で補強されたブロック造の塀　  ●  組積造の塀：れんが造、石造などの塀

ブロック塀の点検のチェックポイント
　ブロック塀等の維持管理は、所有者・管理者の責任であり、「ブロック塀の点検のチェックポイント」を用

いて点検・診断し、危険性が確認された場合には、建築士や専門業者に相談するとともに、付近の通行者へ

の速やかな注意表示および補修・撤去等の対応をお願いします。

【ブロック塀の点検のチェックポイント】
※組積造の塀は基準が異なります
■外観
□１_ 塀は高すぎないか
　・塀の高さは地盤から 2.2 ｍ以下か。
□２_ 塀の厚さは十分か
　・塀の厚さは 10cm以上か。
　　（塀の高さが２ｍ超え 2.2 ｍ以下の場合は 15cm以上）
□３_ 控え壁はあるか。（塀の高さが 1.2 ｍ超の場合）
　・塀の長さ 3.4 ｍ以下ごとに、塀の高さの５分の１以上突出
　　した控え壁があるか。
□４_ 基礎があるか
　・コンクリートの基礎があるか。
□５_ 塀は健全か
　・塀に傾き、ひび割れはないか。
■内部
□６_ 塀に鉄筋は入っているか
　・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔以下
　　で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋
　　は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
　・基礎の根入れ深さは30cm以上か。（塀の高さが1.2ｍ超の場合）

国土交通省HPより一部転用
出典：パンフレットパンフレット「地震からわが家を守ろう」
　　　日本建築防災協会 2013. １　一部改

まずは外観をチェック！
不適合がある場合や分か
らないことは専門家に相
談しましょう。

◎問い合わせ先
　大隅地域振興局土木建築課建築係☎ 52-2188
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■調査の目的
　日本の住宅や土地の状況を把握して、国の施策に必要な基礎資料を作成します。集計されたデータは耐震・

防災を中心とした都市計画の策定や空き家対策をはじめ住宅に関する様々な施策に利用されています。

■調査の対象
　全国約 5300 万世帯の中から 15分の１の割合で無作為に選ばれた、日本全国約 370 万の世帯を対象に行

う大規模調査です。

■調査方法
　調査員が世帯を訪問し、調査票を配布・収集する方法により行います。また、インターネットによる回答

および郵送による調査票の提出も可能です。

※１調査票の配布前、調査員が建物の外観などの確認調査を行います。

　２インターネット回答には一定の要件があります。詳しくは調査員へお尋ねください。

　３インターネット回答をされた世帯へは、調査票の用紙は配布いたしません。

■個人情報の管理について
　統計調査員には守秘義務があるので他の人に情報がもれることはあ

りません。また、調査票の内容を統計作成以外の目的で使うことは統

計法で禁止されています。

調査員がご自宅に伺い、調査票を
配布します。
●インターネット回答用書類配布
　９月 15 日（土）～
●調査票用紙の配布
　９月 25 日（火）～

インターネットからもご回答いた
だけます。
●インターネット回答期間
　９月15日（土）～10月８日（月）
※一定の要件があります。詳し
　くは調査員へお尋ねください。

ご回答いただいた調査票は後日、
調査員が収集に伺います。
また、郵送での提出も可能です。

①調査票の配布 ②調査票の回答 ③調査票の収集

平成 30 年　住宅・土地統計調査
―あなたの回答が日本の未来へ活かされます―

　総務省統計局では、10月１日現在で住宅・土地統計調査を実施します。

　９月中旬以降、調査員が調査世帯へ伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、インターネット回答ま

たは調査票への記入をお願いします。

◎総務省統計局 HP からもご
　確認いただけます。
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